
●施政方針フレームの公表にあたって 

 
 

まずは，早急に行います。  

市民主権，市民参加のシステムを確立するため，自治基本条例の制定に向けた取

り組みを始めます！ 

外部の意見を聞き，市役所の変革を促進するため，第三者機関（「市役所改革諮問

委員会（仮称）」）を設置します！  

スピード，スリム，サービス向上で市役所を変えるため，改革推進の組織（「改革
推進室（仮称）」）を設置します！ 

 
そして，次の３つが私の基本姿勢です。 

市 民 の 視 点 を 取 り 入 れ た 市 政  
   市民への徹底した情報提供とその情報を元にした市民との対話，そして対話から

生まれた意見・アイディアを政策立案に反映します！ 

市 民 と と も に 進 め る 市 政  
   市民と行政がその役割分担を見直すことにより，市民・企業・行政などの多様な

主体が協働しながら公共を担い合う協働型の市政を進めます！ 

政 策 評 価 に よ る 成 果 主 義 の 市 政  

   重点化した事業に優先的に予算などの経営資源を配分するとともに，その事業に
よる成果は市民の視点を通して厳しく評価します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 年度に重点的に取り組む４大政策 

経済・雇用対策～元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろにします！ 
・中小零細企業とビジネスに挑戦する市民を元気にするきめ細やかな支援 
・協働による観光振興とコンベンション事業の推進 

地域福祉の推進～市民が支えあい，地域で福祉を育む街さっぽろにします！ 
・地域での子育ての支援 
・地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進 

環境の保全と創造～世界に誇れる環境の街さっぽろにします！ 
・水とみどりのうるおいと安らぎのある街の実現 
・地球温暖化対策に自ら取り組む街の実現 

芸術・文化の振興～芸術・文化，スポーツを発信する街さっぽろにします！ 
・芸術・文化の薫る街の実現 
・スポーツの魅力あふれる街の実現 

 

お問い合わせ先 

 総務局都市経営室（１０階北側） 
   室長：重松，政策研究担当課長：藤田 

℡011‐211‐2177 


